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１．北本市デマンドバス運行業務（普通車両２台分）委託の概要 

 

（１）業務名 

北本市デマンドバス運行業務（普通車両２台分） 

 

（２）業務履行期間 

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

（３）提案上限額 

１０１，９９０，０００円 

 

（４）業務内容 

①デマンド方式によるバスの運行 

②配車等車両管理 

③通信環境の整備 

④運行記録の報告 

⑤アンケート等への協力 

 

（５）委託料の支払 

委託料の支払いは、契約額を運行月数で割った月毎の概算運行経費を算出し、運賃収入を

差し引き、当該概算運行経費を毎月委託料として支払うものとする。 

 

 

２．委託業務の目的 

 

デマンド方式によりバスを運行し、高齢者等の交通弱者及び交通不便地域住民の移動手段を

確保することを目的とする。 

 

 

３．委託業務の内容 

 

（１）デマンド方式によるバスの運行 

   参考として、１日の想定を下記のとおりとする。 

（平日４０件５０人、土曜日３０件４０人／１日を想定） 

 

ア 事業許可 

運行は、道路運送法第４条区域運行の許可において実施する。 

※ 運行開始前までに運行に必要な運輸局への事業申請を行い、認可を受けること。 

 

イ サービス方式 

デマンド方式によるドア・トゥ・ドアサービス 

※ 利用者登録された方の自宅乗降場と駅、病院等の共通乗降場間及び共通乗降場と共通

乗降場間の輸送 

 

ウ 運行期間 

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 
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エ 運行時間 

午前８時３０分から午後５時３０分まで 

※ 目的地に８時３０分到着から出発地を５時３０分出発までの予約に対応 

※ 当日出発希望時刻の１時間前までの予約運行を実施する。 

※ 休憩時間は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に基づき設定する。 

 

オ デマンド方式によるバスの運行に使用する車両の提供 

○運行車両  

普通車両（５人乗り程度のハイブリット車）  ２台 

道路運送法上において提供車両は、有償運行を実施するため、営業車両である必要がある

（緑ナンバー）。なお、福祉や介護用に座席を改造し車椅子等のスペースを確保している

車両については乗合事業目的に適さないため提供対象車両からは除く。ただし、座席が回

転するなど、乗り降りの補助を行う機器のついている車両や簡易的な装置により、車椅子

が乗降可能な車両は対象とする。 

○車両のラッピング 

本市の指定するデザインに車両のラッピングを行う。 

 

カ 運行車両台数 

平 日 普通車両 ２台 

土曜日 普通車両 ２台 

休 日      ０台 

※休日は、日曜日、祝日及び１２月２９日から１月３日までの期間とする。 

 

キ 運転手の手配 

当該車両を運行する運転手を配置する。 

 

ク 運行エリア 

市内全域及び市外一部医療機関（埼玉県央病院、埼玉脳神経外科病院） 

※１年間の想定人数を７２０人とする。 

 

ケ 運賃収受 

１人 片道 ５００円 

○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者、要介護・要支援の認定

を受けている者、及び基本チェックリストによる介護予防・生活支援サービス事業対象

者は半額とする。また、介助者についても１人まで半額とする。 

〇運転免許証の自主返納者で、運転経歴証明書を所持する者は半額とする。 

○小学生は半額、未就学児は無料とする。 

 

（２）配車等車両管理 

ア 車両の配車 

デマンドバス予約システムを使用し配車指示を行う。 

本業務は車両２台の運行を委託するものであるが、北本市デマンドバスは、別途選定する

運行事業者が運行する２台と併せ、合計４台で運行するものである。予約受付については、

別途選定する運行事業者が行うこととなるが、受け付けられた予約に対する運行を的確に

行うこと。なお、デマンドバス予約システムについては、別途選定する運行事業者が借り

上げるため、本業務の中でのシステムの準備は必要ない。 
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イ 運転者名等の掲示 

   車両内に委託業者名及び運転手名を掲示する。 

 

（３）通信環境の整備 

デマンドバス予約システムは、インターネット回線（光回線）を使用するため、インター

ネット環境及びインターネットに接続できるパソコンを１台準備すること。 

※インターネットを使用するための費用及びコンピュータに関する費用は全て受託者の

負担とする。 

 

（４）運行記録の報告 

利用者数、料金、走行距離等の運行記録に関する日報を作成し、１ヶ月毎に提出する。 

 

（５）アンケート等への協力 

本市で利用実態等を調査するため、車内においてアンケート等を実施する際には、アンケ

ート用紙の配布、回収等を行う。 

 

 

４．スケジュール 

 

令和 ５年 ３月まで   ・道路運送法第４条区域運行の許可の取得 

 ・既存運行事業者より予約受付、運行業務の引継ぎを行う 

・デマンドバス予約システム研修会（２回程度を想定） 

  ・運行車両の準備（車両のラッピング含む） 

・業務協定書及び委託契約書の締結 

４月 １日  ・デマンドバス運行開始 

随時   利用者アンケート実施 

 

 

５．問い合わせ・提出先 

 

   〒364-8633 埼玉県北本市本町 1-111 

   北本市役所 市民経済部 くらし安全課 交通・防犯担当 

   電 話：048-594-5522（直通） 

ＦＡＸ：048-592-5997 

  E-mail：a02800@city.kitamoto.lg.jp 

以上 
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